
※船員法の適用を受ける船
　員及び特別加入者につい
　ては対象外



〈労災保険給付の種類〉



等年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ、次表に掲げる額を限度

通勤災害により療養給付を受ける場合は、一部負担金２００円（健康保険の日雇特例被保険者の場合
は１００円）が必要となりますが、これは休業給付を支給する際に自動的に政府が減額して支給するこ
ととしております。





　一定の障害により傷病（補償）等年金又は障害（補償）等年金を受給し、かつ、現に介護を受けてい
る場合に、月を単位として支給されます。
　常時介護を要する状態の場合は、介護の費用として支出した額が177,950円を上限として支給され
ます。ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が
85,490円を下回る場合は、一律85,490円が支給されます。
　また、随時介護を要する状態の場合は、介護の費用として支出した額が88,980円を上限として支給
されます。ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した
額が42,700円を下回る場合は、一律42,700円が支給されます。




